　　　清水町産業創出支援事業費補助金交付要綱
　（趣旨）
第１条　町長は、清水町内における産業を創出し、もって新規雇用の促進を図るため、町内において新たに産業を創出する者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、清水町補助金等交付規則（昭和62年規則第１号）及びこの要綱の定めるところによる。
　（定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴　創業　事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出により町内において新たに事業を開始する場合又は新たに法人を設立し、町内において事業を開始する場合をいう。
⑵　第二創業　既に事業を営んでいる個人又は法人の後継者が先代から事業を引き継いだ場合に、町内において業務転換をし、新事業に進出することをいう。
⑶　新事業展開　既に事業を営んでいる個人又は法人が、既存事業を維持し、町内において新事業に進出することをいう。
⑷　創業の日　個人にあっては管轄する税務署に提出した開業等の届出に記載された開業年月日又は事業拡大による事業開始の日を、法人にあっては登記事項証明書に記載された設立年月日又は事業拡大による事業開始の日をいう。
⑸　事務所等　事業の用に供するために直接必要な土地、建物及びその付属施設（事務所、店舗、工場等）をいう。
⑹　設備　事業の用に供するために直接必要な機械、装置、又は器具をいう。
　（補助対象者）
第３条　補助金の交付を受けることができる者は、町内において創業、第二創業及び新事業展開（以下「創業等」という。）をしようとする者又は町内において創業等をした者のうち、交付申請時において創業の日から１年を経過しないもので、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
⑴　補助金の交付を受けようとする者が、過去に同一の事業で当該補助金の交付を受けていないこと。
⑵　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団又は同条第６号に規定する暴力団員でない者、又はそれらと密接な関係を有しない者であること。
⑶　町税等の滞納がないこと。
⑷　個人にあっては、事業の完了までに町内に居住し、町の住民基本台帳に記載されていること。
⑸　法人にあっては、事業の完了までに町内を主たる事業所の所在地とした法人登記が行われていること。
⑹　事業の完了までに産業競争力強化法（平成25年法律第98号）の規定に基づき認定を受けた清水町創業支援等事業計画に定められた認定連携創業支援等事業者又は清水町商工会による支援（以下「創業支援」という。）を受けていること。
２　前項の規定にかかわらず、創業等をする者の事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象としない。
  ⑴　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）の規定により許可又は届出を要する事業
⑵　他の者が行っていた事業を継承して行う事業
⑶　その他町長が適当でないと認める事業
（補助対象事業）
第４条　補助対象事業は、次に掲げるとおりとする。
⑴　新たな需要や雇用を創出する事業
⑵　町内事業者と取引を行うことにより、地域産業への波及効果が期待できる事業
⑶　事業計画が妥当であり、事業の継続と将来的な成長が期待できる事業  
（補助対象経費）
第５条　補助の対象となる経費は、前条の補助対象事業に要する経費のうち、創業の日を起算日とする３か月前の日から１か月後の日までの間に係る別表に掲げる経費とする。ただし、当該経費について、本町及び国、県、その他の機関から補助金その他これらに類する金銭又は物品の交付を受ける場合は、当該補助金等の額を補助対象経費から差し引くものとする。
（補助金の額）
第６条 補助金の額は補助対象となる経費の２分の１以内の額とし、30万円を上限とする。
２　補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
（交付申請）
第７条　補助金の交付を受けようとする者は、清水町産業創出支援事業費補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
⑴　創業事業計画書（様式第２号の１又は様式第２号の２）
⑵　誓約書兼町税等納付状況確認同意書（様式第３号）
⑶　事業を実施する場所の位置図
⑷　融資決定が確認できる書類の写し
⑸　個人事業者の住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）に基づく住民票の写し
⑹　登記事項証明書の写し（法人で既に登記を済ませている場合に限る。）
⑺　個人事業の開業の届出書の写し（個人事業者で既に開業している場合に限る。） 
⑻　営業許可証の写し（許認可等を必要とする業種で、既に許認可等を取得している場合に限る。）
⑼　補助対象経費の内訳を説明する書類（契約書、見積書等）
⑽　事業拡大による事業開始の日がわかるもの（第二創業又は新事業展開の場合に限る。）
⑾　創業支援を受けたことの証明書
⑿　その他町長が必要と認める書類
（交付決定等）
第８条　町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、清水町産業創出支援事業費補助金交付（不交付）決定通知書（様式第４号）により申請者に通知するものとする。
２　町長は、前項に規定する補助金の交付決定に際して、当該補助金の交付の目的を達成するために必要と認める条件を付すことができる。
（変更申請）
第９条　前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、当該補助金に係る事業の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに清水町産業創出支援事業費補助金変更等承認申請書（様式第５号）に必要な書類を添えて町長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、補助対象経費の20パーセント以内の軽微な変更については、この限りでない。
２　町長は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請の内容の可否を決定し、清水町産業創出支援事業費補助金変更交付決定通知書（様式第６号）により補助事業者に通知するものとする。
３　補助事業者は、補助事業が予定の期限内に完了しないとき、又はその遂行が困難となったときは、町長に報告し、その指示を受けなければならない。
（実績報告）
第10条　補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定の日の属する年度の末日のいずれか早い日までに清水町産業創出支援事業費補助金実績報告書（様式第７号）に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
⑴　事業実施報告書（様式第８号）
⑵　創業等報告書（様式第９号）
⑶　補助金収支決算書（様式第10号）
⑷　補助対象経費明細表（様式第11号）
  ⑸　事業所等の賃貸借契約書の写し（対象経費に賃料等を含む場合） 
⑹　事業により整備した事務所等、設備等が確認できる写真又は購入した備品等の写真
⑺　登記事項証明書の写し（交付申請時に提出済の場合は不要）
⑻　営業許可証の写し（許認可等を必要とする業種で、交付申請時に許認可等を取得していない場合に限る。）
⑼　個人事業の開業の届出書の写し（交付申請時に提出済の場合は不要）
⑽　国、県、その他の機関から補助金等の交付を受けている場合は、その補助内容及び補助金額が確認できる書類の写し
⑾　その他町長が必要と認める書類
（補助金の額の確定）
第11条　町長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地の調査を行い、交付すべき補助金の額を確定し、清水町産業創出支援事業費補助金確定通知書（様式第12号）により当該補助事業者に通知するものとする。
（請求の手続）
第12条　補助金の請求は、補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日以内に、清水町産業創出支援事業費補助金請求書（様式第13号）を町長に提出しなければならない。
（交付決定の取消し等）
第13条　町長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、交付した補助金について期限を定めてその返還を命ずることができる。
⑴　法令又はこの要綱に違反したとき。
⑵　偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
⑶　補助金を他の用途に使用したとき。
⑷　補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は町長の指示に従わなかったとき。
⑸　前４号に掲げるもののほか、町長が補助金を交付することが不適当であると認めたとき。
２　町長は、前項の規定による取消しをしたときは、当該取消しを受けた者に通知するものとする。
３　前各項の規定は、第12条の規定により交付すべき額を確定した後においても適用する。
（事務所等の移転）
第14条　補助金の交付を受けた補助事業者が、事業完了後３年未満で事務所等を町外へ移転する場合には、補助金を全額返還しなければならない。
（財産処分の制限）
第15条　補助事業者は、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して５年間は、補助金に係る事業により取得し、又は効用を増した財産（減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）に規定する財産をいう。）を目的外に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、若しくは担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ清水町産業創出支援事業費補助金財産処分承認申請書（様式第14号）を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該財産の耐用年数を経過しているときは、この限りでない。
２　町長は、補助事業者が町長の承認を受け、補助金の交付に係る財産を処分したことにより収入があった場合は、補助事業者に対し、当該収入の全部又は一部を町に納付させることができる。
（帳簿類の管理）
第16条　補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を当該補助金の交付に係る補助事業完了の日の属する年度の翌年度の初日から起算して５年間保管しなければならない。
２　補助事業者は、補助金の交付を受けて取得し、又は効用を増した財産を、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して５年間又は、その耐用年数を経過するまでの間、台帳を備え、これに関係する書類とともに保管しなければならない。
（委任）
第17条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附　則
　この告示は、公示の日から施行する。
附　則（令和２年４月１日告示第58号）
　この改正は、公示の日から施行し、令和２年度分の補助金から適用する。
附　則
　この改正は、公示の日から施行し、令和３年度分の補助金から適用する。
　　　附　則
　この改正は、公示の日から施工し、令和８年度分の補助金から適用する。
別表（第５条関係） 
	項 目

	創業等に伴う申請書類作成等に係る経費 

	法人の登記に要する費用

	事務所等新築工事費（増改築を含む。ただし、住居部分を除く。）

	事務所等の賃貸料（創業の日から１か月間。駐車場代を含む。）。ただし、申請者本人が所有する場合及び住居部分に係る費用及び敷金、礼金、保証金、仲介手数料、保険料を除く。

	設備費（直接必要とする機械装置、工具、器具等購入費又は創業の日から１か月のリース料又はレンタル料に限る。

	備品購入費（消耗品等は除く。）。

	広報費（広報宣伝費、ホームページ作成費、パンフレット・名刺等の印刷費、ダイレクトメール等の郵送料等）。ただし、単なる切手の購入に係る費用を除く。


